
ごみ・リサイクル
͝Έॲཧ・リαΠクϧ

問 �生活環境課（第二庁舎3階）　　　　　　　�　 TEL 224-7635／5035
リサイクルプラザ（松岡二丁目）　　　　　　 TEL 222-3196
ながの環境エネルギーセンター（松岡二丁目） TEL 222-5301
資源再生センター（松岡二丁目）　　　　　　 TEL 221-5316

指定ାと༗料制度
　「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「プラスチック製容器包装」には
専用の指定袋があります。指定袋は、指定袋の販売許可を受
けた店ฮ（スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コン
ビニなど）で販売しています。
　長野市では家庭ごみの減量と資源化を推進するため、平成
21年10月から「家庭ごみ処理手数料の有料制度」を実施して
います。
　有料制度の対象は「可燃ごみ」と「不燃ごみ」で、指定袋の購
入時にごみ処理手数料（1Ὑ当たり1円）をご負担いただきま
す（袋の代金ʴごみ処理手数料）。また、「可燃ごみ」と「不燃ご
み」で、指定袋に入らない大きなもの（収集車両に積み込む
ことのできる大きさ1mʷ50cmʷ50cm以内のもの）は、1
枚40円の「ૈ大ごみシール」を貼って集積所へ出してくださ
い。ૈ 大ごみシールは、指定袋と同様に指定袋の販売許可を

家庭ごみの出し方
　ごみ・資源物は「家庭用資源物・ごみ収集カレンダー」や「家
庭用資源物とごみの出し方（保存൛）」のとおりに分別して、
決められたルールや収集日を守って出してください。カレン
ダーなどがお手元にない場合や転入・転居された人は、各支
所または生活環境課へお申し出ください。窓口で必要なもの
をお渡しし、ごみの出し方の説明をします。
˞�஍۠ʹΑΓऩू೔͕ҟなΓ·͢のͰΧϨϯμʔͰ֬ೝし
͍ͯͩ͘͞ɻऩू࣌ؒ͸஍ҬʹΑΓҟなΓ·͕͢ɺޕલ�࣌
͔Βऩूۀ࡞Λ։࢝し·͢のͰɺ౰೔のޕલ�࣌·Ͱʹू
ੵॴ΁͓ग़し͍ͩ͘͞ɻू ੵॴ͸஍۠のϧʔϧʹैͬͯར
༻し·しΐ͏ɻ

ごみ処理

区分 ାの
種類

手数料
（1Ὑ当た
り1円）

ൢച価格
（1セットʹ10ຕ入り：
「ାの代金」はൢച店
により異なります）

Մ
೩
͝
Έ （見本：30Ὑ）

特大
40Ὑ

40円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料400円

大
30Ὑ

30円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料300円

小
20Ὑ

20円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料200円

特小
10Ὑ

10円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料100円

ෆ
೩
͝
Έ

（見本：30Ὑ）

大
30Ὑ

30円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料300円

小
20Ὑ

20円／
枚

「袋の代金」ɹ
ごみ処理手数料200円

ϓ
ϥ
ε
ν
ỽ
Ϋ
੡

༰
ث
แ
૷

（見本：30Ὑ）

大
30Ὑ 手数料は

かかりま
せん

「袋の代金」のみ
小

20Ὑ

受けた店ฮで購入してください。
　なお、「プラスチック製容器包装」は資源物ですので、ごみ
処理手数料はかかりません（袋の代金のみ）。指定袋に入らな
い発๐スチロールなどの大きなプラスチック製容器包装は、
1枚40円の「ૈ大ごみシール」を貼らずに、そのまま集積所に
出してください。

˞�ྩ ࿨�೥�݄͔ΒʮݯࢿϓϥενοΫʯ౳の෼ผऩू։࢝Λ
༧ఆし͍ͯ·͢ɻ
ɹ�ৄ し͘͸ʮՈఉ༻ݯࢿ෺ɾ͝ ΈऩूΧϨϯμʔʯ౳Λ֬ೝし
͍ͯͩ͘͞ɻ
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多量のごみが出た場合の処分
　引っ越しや大掃除などで多量に出たごみや、集積所に出せ
ない大きなごみは、直接ながの環境エネルギーセンター（可
燃ごみ）、資源再生センター（不燃ごみ、資源物）に持ち込むこ
とができます。また、ごみの回収を資源再生センターへ依頼
することができます。分別は集積所に出す場合と同じです。
ひもで縛るか、袋に入れる場合は透明（または半透明）のもの
をお使いください。外から中身の確認ができない袋や段ボー
ル箱に入っているものは、お受けできません。
˞�྆ ηϯλʔͰॲཧͰ͖な͍΋の΍ɺࣄલʹखଓ͖͕ඞཁな
඼໨΋͋Γ·͢ɻ

◦平　日：�午前8時30分～午前11時30分�
午後1時～午後4時30分

◦土曜日：午前8時30分～午前11時30分
˞౔༵のޙޕɺ೔ ɾ༵ॕ Έٳ೔ɺ��݄��೔͔Β�݄�೔͸ٳ

受付時間

手数料

ご本人が両センターに直接持ち込む場合

可燃ごみ 10kgごとに190円
不燃ごみ 10kgごとに200円

資源物
プラスチック製容器包装、乾電池、
紙、ビン、ペットボトル、缶 10kgごとに30円

剪定（せんてい）枝葉など 無料

　長野市一般廃棄物収集運搬業許可業者へご相談ください。
ϗʔϜϖʔδ͔ి࿩ாʢλ΢ϯࢢ͸ɺ͍ͯͭʹऀۀՄڐ�˞
ϖʔδʣ͔ Β͓୳し͍ͩ͘͞ɻ

民間事業者に依頼

予約制ですので、事前に電話で資源再生セン
ターへご確認ください。

市に依頼

ごみの回収を依頼する場合

手数料 2トン車1台相当分まで 28,100円
2トン車1/2台相当分まで 17,700円
2トン車1/4台相当分まで 12,300円

˞ऩूंʹ͙͢ʹੵΈࠐΊΔ৔ॴ·ͰӡΜͰ͓͍͍ͯͩ͘͞ɻ
˞�ख਺ྉ͸ྩ࿨�೥�݄ࡏݱの΋のͰ͢ɻৄ し͘͸࠶ݯࢿੜηϯλʔ
΁͓໰͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

ご家庭で不用になった、まだ十分に使うことができる家具、
日用品、自転車などは無償で「リサイクル広場」にご提供くだ
さい。また、不用品のあっせんを行う「レインボー広場」もあり
ます。詳しくはリサイクルプラザにお問い合わせください。

不用品のリサイクル

毎月第2、第4土曜日（祝日を除く）の午前8時
30分～午前11時30分の間に自己搬入

持込方法

品目により異なります（持ち込み時にお支払いい
ただきます）。

手数料

資源再生センター（予約受付：平日午前8時
30分～午後5時15分）

予約連絡先

ストックヤード
　家庭からの廃棄物のうち処理施設で処理できないものの
一部を受け入れる施設です。持ち込む場合は事前に電話で予
約が必要です。

　瓦・れんが・コンクリートブロック・物干し台・スプリング入
りのソファーやマットレス・ポンプ類・オイルヒーター・電動式
健康器具・電動車椅子・油圧式ジャッキ・タイヤなど。
※受入品目、手数料についてはお問い合わせください。
※�スプリング入りのソファやマットレスは、次の民間事業者
でも受け入れ可能

◦直富商事㈱　　　TEL 222-1884
◦宝資源開発㈱　　TEL 0120-030-320
◦イコールゼロ㈱　TEL 221-8080
◦㈲トサキ商会　　TEL 221-3274
◦㈱大力　　　　　TEL 214-3379

市では取り扱いできないものの例
対象品目

石、砂、土、臼、塩化カルシウム、液体(燃料など)、フロン使用
製品(冷風機など)、消火器、自動車やバイク(部品含む)、エン
ジン式機械、LPガスボンベ、農薬、火薬、毒劇物、ピアノ、事
業ごみ(農業含む)　など

購入した店に引き取ってもらうか、処理専門業者に処分を依
頼してください（有料）。

受け入れる品目の例
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生ごみ自家処理機器購入費補助金制度
　市内にお住まいの人で、家庭で使用するために生ごみ自家
処理機器などを購入した場合に補助金を交付します。申請の
受付は、商品購入と同じ年度内に限ります。なお、申請件数が
予算の予定数を超過する場合には、年度途中であっても受付
を終了します。
˞�੍ ౓のมߋ΍ड෇のऴྃ͸ɺ޿ใな͕のなͲͰ͓஌Βͤし
·͢ɻ

午前9時～正午回収時間

サンデーリサイクル
スーパーなどの駐車場で、日曜日にビン、缶、ペットボトルなど

の資源物を回収しています。お買い物ついでにご利用ください。

リサイクル

事業所のごみ
　事業所のごみは、集積所に出すことはできません。下表の
事業系一般廃棄物は事業者自らがながの環境エネルギーセ
ンター（可燃ごみ）、資源再生センター（資源物）に搬入する
か、長野市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼
するなど適正に処理してください。また、産業廃棄物は、民間
の産業廃棄物処理業許可業者へ処理を依頼してください。

可燃ごみ
◦�紙コップ、ティッシュなど（プラスチック製品は容器
包装も含め不可）

◦�生ごみ（茶殻、食べ残し食品など）

資源物 ◦�紙類（新聞紙、雑誌、古紙類など）
◦�従業員の飲食等に伴い生じたビン、缶、ペットボトル

事業系一般廃棄物

各支所または生活環境課へ、印鑑（市民
税の未納確認に係る同意用）・申請者名
義の通帳・領収書をお持ちになり申請
をしてください。

申請先について

領収書に購入機器などの名称、形式番
号、個数、金額、申請者氏名が明記され
ていることをご確認ください。レシー
トは不可です。

領収書について

生ごみ自家処理機器などの種類 補助内容 補助個数／申請回数
ぼかし容器・コンポスト容器 3,000円まで 1世帯1個まで

電動（手動）生ごみ処理機 補助率購入費の1/3
（上限30,000円まで） 1世帯1台まで

ガスが残ったスプレー缶やライター、リチウムイオ
ン電池などの充電式電池が原因で、収集車の火災が多
発しています。次の手順・方法で処分をお願いします。

スプレー缶・カセットボンベ缶
①必ず最後まで使い切ってください。
②火の気のない屋外で、缶に穴を開けてください。
③缶の収集日に出してください。

ライター
①ガスを完全に抜いてください。
②不燃ごみの日に出してください。
※�ライターのガス抜き方法は市ホームページ、また
は TEL 224-7635までお問い合わせください。

充電式電池
　金属端子部分をセロハンテープなどで絶縁し、
回収協力店に設置された回収箱にいれてくださ
い。回収協力店など詳しくは、一般社団法人
JBRC TEL 03-6403-5673（https://www.jbrc.
com）へお問い合わせください。
回収協力店での回収が困難な場合は、資源再生

センター TEL 221-5316へお問い合わせください。

スプレー缶・ライター・充電式電池
が原因の収集車の火災が多発

リチウムイオン電池 ニッケル水素電池ニカド電池
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　信濃陸送㈱　TEL 273-3601（千曲市大字雨宮）
　西濃運輸㈱　TEL 214-7556（真島町川合）
　ブラウン管式テレビ以外のものは、直富商事㈱へ持ち込み
処分することが出来ます。事前のリサイクル料金の支払いは
不要ですが、別途処理手数料がかかります。リサイクル料金
についてご不明な点は、家電リサイクル券センターへ、長野
市一般廃棄物収集運搬業許可業者については生活環境課へ
お問い合わせください。

指定引取場所

二輪車（バイク）リサイクル

　廃棄二輪車は、集積所には出せません。メーカーの自主回
収による二輪車リサイクルシステムを活用し、適正処理をお
願いします。手続きなど詳しくは、二輪車リサイクルコール
センターへお問い合わせください。

問 �二輪車リサイクルコールセンター�
TEL 050-3000-0727�
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/

パソコンリサイクル

　家庭で使わなくなったパソコンは、集積所には出せませ
ん。各メーカーに直接連絡し、指定された方法により適正に
リサイクルしてください。
　自作パソコンなど回収するメーカーがない場合は、一般社
団法人パソコン3R推進協会へお問い合わせください。

問 �一般社団法人パソコン3R推進協会 �
TEL 03-5282-7685�
https://www.pc3r.jp家電リサイクル

　エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）、冷

問 �家電リサイクル券センター �
TEL 0120-319-640�
https://www.rkc.aeha.or.jp

家庭用使用済み蛍光灯の拠点回収
　家庭で使用済みとなった割れていない蛍光灯を回収し、リ
サイクルをしています。回収する蛍光灯は直管型・サークル
型・電球型蛍光灯です。各支所または生活環境課（平日：午前8
時30分～午後5時15分）、長野県電機商業組合加盟の回収協
力店（営業時間内）、サンデーリサイクルの会場へお持ちいた
だき直接手渡してください。
˞�ׂ Εな͍Α͏ʹɺͰ͖Δ͚ͩ
ങͬͨͱ͖のശ΍ାʹೖΕͯ
͓͍࣋ͪͩ͘͞ɻ
˞�ന೤ిٿɾάϩʔϥϯϓɾ-&%
ϥΠτ΍ׂΕͯし·ͬͨޫܬ
౮͸ෆ೩͝ΈʹなΓ·͢ɻ

回収協力店
౮ޫܬ

長野市

˛�Ոఉ༻ޫܬ౮ճऩྗڠళεςοΧʔ

家庭用使用済み小型家電の拠点回収
　家庭で不要となった電気や電池で動く電子・電気機器は、
ステッカーが目印の回収協力店で回収しています。営業時間
内にお持ちいただき直接手渡してください。
　回収できる品目には条件があります。協力店や回収の条件
など詳しくは市ホームページをご確認ください。または TEL
224-7635までお問い合わせください。
ਓ৘ใ͸ɺࣗݸ�˞ Βの੹೚Ͱফڈし͔ͯΒ͓͍࣋ͪͩ͘͞ɻ
˞�ϝϞϦʔΧʔυ౳の֎෦ه࿥
ഔମɾి ஑ɾόοςϦʔ౳͸ඞ
ͣൈ͖औ͍ͬͯͩ͘͞ɻ
˞�ՈిϦαΠΫϧ๏ର৅඼໨
ʢΤΞίϯɾςϨϏɾྫྷ ଂݿɾྫྷ
ౚݿɾચ୕ػɾҥྨס૩ػʣ͸
ճऩͰ͖·ͤΜɻ

回収協力店
小型家電

長野市

˛খܕՈిճऩྗڠళεςοΧʔ

蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法によ
り処理する必要があるため、集積所には出せません。買い替
えをする店や過去にその家電を購入した店に引き取りを依
頼してください。その際にはリサイクル料金と収集運搬料を
販売店に支払います。リサイクル料金は処分する家電の種
類・大きさ、メーカーによって違います。
　購入した店が分からないなどの場合は、まず郵便局でリサ
イクル料金を支払い、リサイクル券と振込証明書を受け取り
ます。その後、指定引取場所へ自分で持ち込むか、長野市一般
廃棄物収集運搬業許可業者へ運搬を依頼してください。運搬
を依頼する場合は収集運搬料が別途必要となります。

ビン、缶、ペットボトル、紙、蛍光灯、乾電池な
ど（事業所から出たものは回収しません）

回収品目

市ホームページでご確認ください。または TEL
224-7635までお問い合わせください。

回収場所

দ୅ொ౦৚の͋んͣ畑 େԬの୨ా
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